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研究要旨  

本研究では、障害者が使用する支援機器のモニター評価を効果的に実施するための手法を開発

するために、モニター評価により機器の改良に至った気づきに着目し、気付きを得るための手

法や留意点を含めた実施事例調査分析を目的とした調査を実施した。本年度は、昨年度実施し

た 36 件の企業へのアンケート及び 20 件のヒアリング調査の結果の分析と整理を行い、要件を

抽出した。本研究ではまず、開発フェーズにおけるモニター評価の位置づけを明確にし、モニ

ター評価における 8 つの評価項目を整理した。また、モニター評価の概要を示し、モニター評

価に開発者が関わる必要性を述べた。さらに、研究代表者らが行った支援機器のモニター評価

の経験をアレンジしたモニター評価の理想的な事例を整理した。最後に、気付きを得るための

要件として、協力者との関係性、気付きを得るための手法、モニター評価の限界を知ること、

モニター評価の体制に関する項目や実践スキルが重要であることを示した。 

A．研究目的 

支援機器は、障害者が自立した日常生活を送り、

活動や参加を実現するために必要不可欠な道具であ

る。利用者の多様化したニーズや障害種別、心身機

能特性、生活環境に適用するため、製品化の過程で

実際の使用場面に即したモニター評価を行い、機器

や運用の改善点を抽出することが重要である。その

ため、近年モニター評価を実施するための基盤整備

や、評価を行う人材の育成、評価指標の策定などが

進められている。 

先行研究では、障害者の自立支援機器の活用及び

普及促進に求められる人材育成のための機器選択・

活用に関する調査（上野、厚生労働科学研究補助金

H30～H31）や、支援機器の適切な選定及び導入運用

に向けたガイドライン作成のための調査（井上、同

事業 H31～R2）などがある。一方、開発過程におけ

るモニター評価体制に関しても、既存の事例や評価

指標を用いた調査が行われている。しかし、実際に

は次のような問題点がある。 

第一に、モニター評価の目的は、実際の使用状況

を把握することで開発現場では想定できなかった機

器の改良につながる気づきを抽出することにある

が、既存の評価指標では抽出が難しく、評価者のス

キルや経験が要求されるため、簡便な抽出手法や客

観的な指標が必要であると考える。第二に、モニタ

ー評価者数や施設数が少ないという問題がある。モ

ニター評価は介護者の主な業務には含まれないた

め、業務負担になる可能性があることや、評価に必

要なスキルが明確でなく新たな参入が難しいことが

要因と考えられる。そのため、モニター評価参加の

阻害要因を明らかにし、評価参加者が意義を共有

し、メリットを享受できる方策や枠組みが必要だと

考える。第三に、前述の問題点に関係する、評価者

に要求される役職や職種、知識や技術、評価項目が

明らかでなく、さらに評価者の技術向上を図るため

の人材の育成方法がないという問題がある。 

そこで本研究では、モニター評価者が、開発段階

に応じて使用可能な標準的評価手法及び機器改良に

関連する気づきを抽出することが可能な評価手法

と、評価チームに求められる知識や技術の向上を図

るための人材の育成プログラムを開発することを目

的とする。なお、対象とする支援機器は、WHO GATE

プロジェクト優先 50 種から抽出した視覚・聴覚・

認知・肢体（移動・コミュニケーション）・義肢の

6 種とし、開発者や健常者での機能評価を終えた、

想定利用者によるモニター評価を行う段階の機器と

する。 

 昨年度は、障害者が使用する支援機器のモニター

評価について、実施経験のある企業や組織に対して

その内容や効果、満足度等の実態、気づきの有無や

その内容を明らかにすることを目的としたアンケー

トを実施した。また、モニター評価により機器の改

良に至った具体的な気づきの事例の収集及び分析を

目的としたインタビューを実施した。本年度は、そ

れらの結果の分析及び整理を行い、要件の抽出を行

う。 
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B．研究方法 

昨年度実施した調査結果を基に、モニター評価に

関する概念図を作成し、モニター評価の位置づけや

要件を整理する。 

昨年度の概要を以下に示す。『本研究では、障害

者が使用する支援機器のモニター評価手法の開発の

ために、モニター評価により機器の改良に至った気

づきに着目し、気付きを得るための手法や留意点を

含めたモニター評価の実施事例調査分析を目的とし

て、36 件の企業へのアンケート及び 20 件のヒアリ

ング調査を実施した。 

 その結果、モニター評価により機器の改良に至っ

た気づきは、機能試作及び全体試作のモニター評価

の段階で多く発生し、製品の機能や安全性、ユーザ

ビリティ、生活への影響に関する気づき内容が得ら

れることが示された。また、気づきを得るためには

協力者との関係性、気付きを得るための手法、モニ

ター評価の限界の 3側面が重要であることが分かっ

た。さらに、気付きを得るための手法としては、事

前準備や自分たちの主観や先入観、誘導尋問をでき

るだけ排除すること、ユーザの発言や態度から真の

課題を引き出すこと、開発者が自分で見て判断する

こと、生活や気持ちへの影響を見ることなどが必要

であることがわかった。 

 一方で、本来モニター評価の前段階に行うべき安

全性の評価が十分に行われない段階でモニター評価

を実施している事例も存在することが分かり、特に

医療従事者の懸念事項として取り上げられているこ

とから、モニター評価の前段階でのチェック項目等

の具体化が必要であることがわかった』。 

 

C．研究結果 

(1) 開発段階におけるモニター評価の位置づけ 

図 1に支援機器開発の流れ図を示す。支援機器の

開発目的は製品化であり、その過程は大きく分ける

と概念設計を行うフェーズ 1と実体開発を行うフェ

ーズ 2に分類される。フェーズ 1ではニーズ把握、

コンセプト生成、概念実証が行われる。フェーズ 2

は試作改良、機能評価、モニター評価が行われる。 

モニター評価は、試作の後に機能評価が行われた

段階で、障害のあるユーザを対象に行われる評価で

ある。 

(2) モニター評価における評価項目 

 モニター評価項目としては、図 2に示す 8項目が

抽出された。 

使用安全性の評価：健常者による試作評価では把

握できない、例えば生活の中で生じる想定外の事象

への対応、禁忌や二次障害などへの配慮、圧力集中

や過度な負荷、擦り傷などを起こさないか、などが

含まれる。 
 

 

図 1 支援機器開発の流れ 
 

図 2 モニター評価の 8項目 
 
ユーザビリティの評価：ユーザや中間ユーザ（医療

職や家族、介護者など）が試作機器を使用したり操

作する際に、使いやすいかどうかを評価する。 

対象となる適用制度の確認：補装具費支給制度や日

常生活用具給付等、製品化した際に適用となる制度

を確認する。 

対象と機器の適合：ユーザの心身機能や感覚機能な

どに機器が適合しているのかを評価する。あるいは、

適合した機器を選定したり調整したりする。 

主観評価・心理評価：使用した際のユーザの主観的

な感想や、自尊心や満足度などの心理的な指標によ

る評価。 

有効性・有用性の評価：開発した支援機器の効果や

利用可能性について行う評価。 

機器改良の知見：様々な評価を行う中で得られる気

付きを基にした機器の改良点につながる知識や理解、

知恵。 

運用コスト・経済性：製品を継続的にユーザに提供

できるのか、適用制度を踏まえて検討する項目。 

 

(3) モニター評価の流れ 

図 3にモニター評価の大まかな流れを示す。モニ

ター評価は、開発者によるモニター評価の実施検討、

医療現場への依頼、医療職による評価チーム及び評
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価項目の検討、モニター評価の実施、評価結果のま

とめ、開発者への評価結果のフィードバックなどに

より構成される。どの工程においても、開発者が関

わることが理想的である。 
 

(4) モニター評価の実際 

 研究代表者らが実施した既に製品化された支援機

器（車椅子の自動ブレーキシステム）のモニター評

価を参考にした一例を図 4に示す。 

①試作機ができた段階で、モニター評価を行うこと

ができる人や組織を探し、評価の依頼をする。 

②医療職は試作機の機能や特徴の説明を受け、対象

者や使用場面、検討事項を議論する。ターゲットユ

ーザや実態が明確でない場合には、アンケート調査

やインタビュー調査を実施するとよい。 

③ターゲットユーザに対し、限定的な場面における

モニター評価を実施する。また、その際に医療職や

介護者への聞き取り調査も実施する。 

④モニター評価の結果を基に、機能の必要性や使用

場面の確認、課題の抽出などを行う。また、それら

の結果を開発者にフィードバックする。 

⑤さらなる試作機の改良後、実施規模や対象を見直

し、有効性の検証を計画する。 

⑥開発者と医療従事者が有効性の検証方法や主観評

価方法や評価指標の検討を行う。定量的な評価を実

施するための評価システムを活用することもある。 

⑦評価結果を共有し、機器の有効性や有用性、使用

時の注意点、対象ユーザの明確化を行う。 

 

(5) モニター評価における気づき促進の要件 

昨年度の結果から、気付きを得るための手法につ

いては、仮説を明確にすることや対象者の設定、効

率的な情報収集が必要であり、その聞き方には主観

や先入観、誘導尋問を排除する工夫がなされている

ことがわかった。また、ユーザの言葉だけではなく

態度や行動からの情報を含めて真のニーズや課題を

引き出すことが重要であるということもわかった。

さらに、機能だけではなく、生活や気持ちへの影響

を見る視点も重要であることが指摘された。 

これらの結果から、支援機器の改良に必要な気付き

を得るために次の要件を整理した。 

1) 協力者との関係性 

①協力者（評価に参加する医療・福祉従事者）との

信頼関係 

②協力者のモチベーション維持 

③医療・福祉の現場と開発者の橋渡し 

2) 気付きを得るための手法 

①分野に興味と適性のある協力者やユーザの選定 

②制限時間内で効率よく検討するための評価に関す

る希望の整理等に関する事前準備 

③開発者や協力者の主観や先入観、誘導尋問の排除 

④ユーザの言語や態度からの真の課題の発掘 

⑤評価への開発者自身の関与 

⑥ユーザの生活や気持ちへの影響の確認 

3) モニター評価の限界 

①限られた評価時間、非日常的環境 

②ユーザの意見と家族や中間ユーザの意見の相違 

③評価者の立場による評価への影響 
4) モニター評価の体制 

①開発職がモニター調査に関わることによる機器の

機能改良案抽出の効率化 

②営業や医療従事者を通して得られる評価結果は、

各職種独自の判断や解釈が含まれていることの理解 

③参加したユーザの安全性を考慮すると、開発者や

医療従事者などを含むチームでアプローチすること

が重要 

 

 

 

 

図 3 モニター評価の概要 

 

 

 

図 4 モニター評価の理想的な例 

 

モニター評価の依頼モニター評価の検討 評価チーム・項目の検討

モニター評価の実施 評価結果のまとめ 評価結果のフィードバック

車椅子の自動ブレーキ
システムの試作機を評
価してもらいたい

どういう人が使うのかな？
どんな場面で使うのかな？
気を付けることはあるかな？

まずは病院で移乗の場面で10人
くらいに評価してもらいましょう。

実態調査やアンケート調査をして
みると、認知症や片まひの人が移
乗時に車椅子のブレーキをかけ忘
れることが多いことがわかった

自動でかかる機能は必要だけど、自
分でブレーキ掛ける行動はしてもら
いたいし、車椅子だけを運ぶときも

あるよね

なるほど！それは気づかなかった。
機能の変更と改良をしよう！

POINT
ターゲット

ユーザーは患
者さんをよく
知る医療職が
募集します

①

②

③

④

ブレーキの効果を定量的に評価
するのはどうかしら？

主観評価やスタッフの負担感も
調べましょう

次は施設で有効性の評価をして
みましょう。15人くらいかしら

ブレーキが有効にかかった回数を計
測するためにデータロガーを活用し

てみることに

想定していた対象者での効果が検
証できました。車椅子を足漕ぎする
方が多いので、低床型の車椅子の方

が特に多いようですよ！

効果がありそうな対象者が明確
になった！製品化の機種も定

まったぞ！

転倒リスクが低減されていること
が証明された！

介助者の安心感が向上した！

POINT
スタッフへの負担が小さくなるように計画しましょう。特

に冬場は感染症が流行するので評価は慎重に！

⑤

⑥

⑦
⑧



 
 

13 
 

D．考察 

 本研究では、まず、開発フェーズにおけるモニタ

ー評価の位置づけを明確にし、モニター評価におけ

る 8つの評価項目を整理した。これらの 8つの項目

のうち、「機器の改良の知見」を得るために、開発

者が直接モニター評価に関わり、気づきを得る中で

重要な要素を明らかにすることができた。また、そ

の際に、医療従事者と開発者の使用言語の違いを理

解し、それらを翻訳する役割を持つ人材の必要性も

指摘された。また、モニター評価自体は誰もが知っ

ている言葉ではなく、関係者全員が同じ全体像を把

握しにくいことも指摘され、事例報告の必要性やわ

かりやすい全体説明が必要であることも分かった。

さらに、モニター評価のフェーズはコンセプト段階

での安全性評価や有用性の確認などを前提としてい

るため、それらをチェックする段階が必要なことや、

モニター評価に要求されるスキルが多岐にわたるこ

とからチームアプローチが重要であることが再認識

された。 

また、モニター評価の概要を示し、モニター評価

に開発者が関わる必要性を述べた。さらに、研究代

表者らが行った支援機器のモニター評価の経験をア

レンジしたモニター評価の理想的な事例を整理した。

最後に、気付きを得るための要件として、協力者と

の関係性、気付きを得るための手法、モニター評価

の限界を知ること、モニター評価の体制に関する項

目や実践スキル本研究分担では、本研究におけるモ

ニター評価の定義や範囲を検討する中で、 

  

E．結論 

 本研究では、障害者が使用する支援機器のモニタ

ー評価手法の開発のために、モニター評価により機

器の改良に至った気づきに着目し、気付きを得るた

めの手法や留意点を含めたモニター評価の実施事例

調査分析を目的として、昨年度実施した 36 件の企

業へのアンケート及び 20 件のヒアリング調査をも

とに分析と情報の整理を行った。 

 本研究ではまず、開発フェーズにおけるモニター

評価の位置づけを明確にし、モニター評価における

8 つの評価項目を整理した。また、モニター評価の

概要を示し、モニター評価に開発者が関わる必要性

を述べた。さらに、研究代表者らが行った支援機器

のモニター評価の経験をアレンジしたモニター評価

の理想的な事例を整理した。最後に、気付きを得る

ための要件として、協力者との関係性、気付きを得

るための手法、モニター評価の限界を知ること、モ

ニター評価の体制に関する項目や実践スキルが重要

であることを示した。さらに、これらの内容を基に、

ガイドブックの草稿を作成した。 
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